
羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱 

（令和５年３月３１日羽島市告示第６８号） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、羽島市立図書館（以下「図書館」という。）が実施する羽島市立

図書館雑誌スポンサー制度に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる定義の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 雑誌スポンサー この要綱に基づき雑誌を提供する者をいう。 

⑵ 雑誌スポンサー制度 雑誌スポンサーが購入代金を負担した雑誌につき、図書

館が当該雑誌の最新号のカバー表面には雑誌スポンサー名等を、裏面には広告を

表示した上で、配架する制度をいう。 

 （要件） 

第３条 雑誌スポンサーとなることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすも

のとする。 

 ⑴ 市内に事業所を有し、又は市内で事業活動を行う企業、商工業者、団体等であ

って、個人でない者 

 ⑵ 羽島市有料広告掲載に関する要綱（平成１９年羽島市告示第２９号。以下「有

料広告要綱」という。）第６条に該当する業種又は事業者でない者 

 ⑶ 羽島市暴力団排除条例（平成２４年羽島市条例第１０号）第２条第１号及び第

２号に該当しない者又はこれらに密接な関係を有しない者 

 （対象雑誌） 

第４条 雑誌スポンサー制度の対象となる雑誌は、図書館長が別に定めるものとする。 

 （広告の規格等） 

第５条 雑誌スポンサーが提供する雑誌の最新号カバー表面には、縦４センチメート

ル、横１３センチメートル以内の大きさで、スポンサー名等をカバー表面の中央よ

り下部に貼付するものとする。 

２ 雑誌スポンサーが提供する雑誌の最新号カバー裏面には、カバーに収まる大きさ

で、雑誌スポンサーが作成した片面印刷の広告を貼付するものとする。 

３ 有料広告要綱第５条に該当し、又は該当するおそれがある広告は、掲載しないも

のとする。 



 （申込み及び決定） 

第６条 雑誌への広告掲載を希望する者は、有料広告要綱第１１条に規定する羽島市

有料広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告案を添付して市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項の申込みがあったときは、有料広告要綱第１９条に規定する羽島市

有料広告掲載審査委員会（以下「審査会」という。）に付して有料広告要綱第９条

各号に掲げる事項を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。 

３ 前項の規定により、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を有料広告要綱

第１２条第３項に規定する羽島市有料広告掲載決定通知書又は羽島市有料広告非

掲載決定通知書により通知するものとする。 

４ 前項の規定による掲載決定の通知を受けた者は、市と覚書を締結するものとする。 

 （代金の支払い方法） 

第７条 雑誌スポンサーは、広告掲載料を市長が指定する納入業者（以下「納入業者」

という。）に直接支払うものとする。この場合において、支払いに要した振込手数

料は、雑誌スポンサーの負担とする。 

２ 広告掲載料の支払いは、一括払いとし、価格変動により過不足が生じた場合は、

雑誌スポンサーと納入業者で協議し、年度末に精算するものとする。 

 （表示期間） 

第８条 スポンサー名等及び広告の表示期間は、４月１日から翌年の３月３１日まで

とする。ただし、年度の途中で雑誌スポンサーの決定があった場合は、広告掲載料

の支払いが確認できた日の翌月から当該年度の末日までとする。 

 （提供雑誌、広告内容の変更） 

第９条 第６条第４項の規定により覚書を締結した雑誌スポンサーが提供雑誌又は広

告の内容を変更する場合は、提供雑誌・広告内容変更申請書（別記第１号様式）を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の変更申請があったときは、変更予定の提供雑誌及び広告の掲載に

ついて、審査会に付して変更の可否を審査の上、決定するものとする。 

３ 前項の規定により、変更の可否を決定したときは、その結果を提供雑誌・広告内

容変更決定通知書（別記第２号様式）により通知するものとする。 

 （広告掲載の責務） 

第１０条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容等に関する一切の責任を負うもの



とする。 

２ 雑誌スポンサーは、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び

広告の内容等に関する全ての権利処理等が完了していることを市に対し保障する

ものとする。 

３ 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求がなされた場合は、

雑誌スポンサーの責任及び負担において対応し、又は解決するものとする。 

４ 雑誌スポンサーは、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。 

 （更新） 

第１１条 表示期間満了の２箇月前までに、雑誌スポンサーから解約の意思表示がな

い場合は、自動的に１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 （解約） 

第１２条 雑誌スポンサーが雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとす

る２箇月前までに、雑誌の提供中止届（別記第３号様式）を市長に提出するものと

する。 

２ 雑誌の提供を中止することによる先払い代金の払い戻し等については、雑誌スポ

ンサーと納入業者で協議し、精算するものとする。 

 （取消し） 

第１３条 市長は、雑誌スポンサーが前条第１項の届出をしたとき、又は雑誌スポン

サーが有料広告要綱第６条に該当することが明確になったときは、当該雑誌スポン

サーの雑誌スポンサー決定を取り消すものとする。 

 （雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

を廃止する告示（令和５年羽島市教育委員会告示第６号）による廃止前の羽島市立

図書館雑誌スポンサー制度実施要綱（平成２８年羽島市教育委員会告示第３０号）

第５条の規定により締結された覚書は、この告示の相当の規定によりなされたもの

とみなす。



別記 

第１号様式（第９条関係） 

 

提供雑誌・広告内容変更申請書 

年  月  日 

（あて先） 

羽島市長 

 

申請者(住所又は所在地)                 

                         

(氏名又は名称及び代表者氏名)           

 

                         

(電話番号等)                   

TEL                       

FAX                       

 

 提供雑誌・広告内容を変更したいので、羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実

施要綱第９条第１項の規定により申請します。 

変更時期       年  月  日 

 

 

 

 

 

 

主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）新たに表示しようとするチラシ等を添付してください。 

  



第２号様式（第９条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

提供雑誌・広告内容変更決定通知書 

 

            様 

羽島市長    

 

年  月  日付で申請のありました提供雑誌・広告内容の変更につい

ては、下記のとおり決定しましたので、羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施

要綱第９条第３項の規定により通知します。 

決定の内容 

□承諾する 

 

□承諾しない 

承諾しない理由 

 

 

 

 

変更時期 
 

主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第１２条関係） 

   雑誌の提供中止届 

年  月  日 

（あて先） 

羽島市長  

 

届出者(住所又は所在地)                 

                         

(氏名又は名称及び代表者氏名)           

 

                         

(電話番号等)                   

TEL                       

FAX                       

 

羽島市立図書館への雑誌提供を中止したいので、羽島市立図書館雑誌スポン

サー制度実施要綱第１１条第１項の規定により届け出ます。 

 

提供を中止 

する雑誌名 

雑誌の名称 刊行の形態 

 

 

 

□ 週刊  □ 月刊 

□ 隔月  □ 季刊 

□ その他（         ） 

 

 

 

□ 週刊  □ 月刊 

□ 隔月  □ 季刊 

□ その他（         ） 

 

 

 

□ 週刊  □ 月刊 

□ 隔月  □ 季刊 

□ その他（         ） 

当初の 

提供期間 
    年  月  日 ～     年  月  日 

提供を中止

する時期 

または巻号 

  年  月  日（       号）から中止希望 

（注）提供を中止する雑誌の刊行の形態について、該当する箇所に✔印を記入 

してください。 

 

 


